
 令和６年１０月１日長崎市選挙管理委員会 会議録 
  

１  会議日時  令和６年１０月１日（火） １５時５０分から１６時２５分まで 

 

２  会議場所  長崎市役所５階 議会第１会議室 

 

３  出席委員  國弘達夫委員長、西田実伸委員、岩田純一委員 

     

４ 議事件名  第５２号議案 選挙人名簿の抹消について（死亡） 

第５３号議案 選挙人名簿の抹消について（転出後４箇月経過） 

第５４号議案 在外選挙人名簿の登録について 

第５５号議案 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

第５６号議案 在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

第５７号議案 裁判員候補者予定者名簿の送付について 

第５８号議案 検察審査員候補者予定者名簿の送付について 

第５９号議案 長崎市選挙関係事務執行規程の一部改正について 

第６０号議案 職員の異動について 

 

５ 審議経過 以下のとおり（要点記録） 
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【１５：５０ 開会】 

ただいまから、選挙管理委員会を開催する。 

 

【第５２号議案】選挙人名簿の抹消について（死亡） 

公職選挙法第２８条第１号の規定により、選挙人名簿に登録されている者

のうち、５００人については、死亡が確認されたので、選挙人名簿から抹消

する。 

抹消者（男 ２３７人  女 ２６３人  計 ５００人） 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５２号議案可決） 

 

【第５３号議案】選挙人名簿の抹消について（転出後４箇月経過） 

公職選挙法第２８条第２号の規定により、選挙人名簿に登録されている者

のうち、６２１人については、本市の区域内に住所を有しなくなった日後４

箇月を経過したことが確認されたので、選挙人名簿から抹消する。 

抹消者（男 ３１１人  女 ３１０人  計 ６２１人） 

 原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５３号議案可決） 

 

【第５４号議案】在外選挙人名簿の登録について 

公職選挙法第３０条の６第２項の規定により、申請があった者にいつて

は、在外選挙人名簿に登録されている資格を有するため、在外選挙人名簿に

登録する。 
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登録者（男 １人  女１人  計２人） 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５４号議案可決） 

 

【第５５号議案】選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 公職選挙法第２８条の４第７項の規定により、毎年少なくとも１回、選挙

人名簿抄本の閲覧状況について公表する必要があるため、令和５年１０月１

日から令和６年９月３０日までの選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表す

る。 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５５号議案可決） 

 

【第５６号議案】在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

公職選挙法第２８条の４第７項の規定により、毎年少なくとも１回、在外

選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表する必要があるため、令和５年１０

月１日から令和６年９月３０日までの在外選挙人名簿抄本の閲覧状況につい

て公表する。 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５６号議案可決） 

 

【第５７号議案】裁判員候補者予定者名簿の送付について 

裁判員の参加する掲示裁判に関する法律第２１条及び第２２条の規定によ

り、令和７年度の裁判員候補者予定者名簿を、裁判員候補者名簿調製プログ

ラムを使用して調製したので、これを長崎地方裁判所に送付する。 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし。 

（第５７号議案可決） 

 

【第５８号議案】検察審査員候補者予定者名簿の送付について 

 検察審査会法第１０条及び第１１条の規定により、令和７年度の検察審査

員候補者予定者名簿を、裁判員候補者名簿調製プログラムを使用して調製し

たので、これを長崎検察審査会事務局に送付する。 

原案どおりとしてよいか。 

異議なし 

（第５８号議案可決） 

 

【第５９号議案】長崎市選挙関係事務執行規程の一部改正について 

 長崎市選挙関係事務執行規程第２９条第５項を削り、選挙公報の掲載文に

写真掲載を可とする。 

 原案どおりとしてよいか。 

 意義なし 

（第５９号議案可決） 
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【第６０号議案】職員の異動について 

 地方公務員法第６条第１項の規定により、選挙管理委員会が人事異動の発

令を行う必要があるため、この議案を提出する。 

 原案どおりとしてよいか。 

  意義なし 

（第６０号議案可決） 

 

これをもって、選挙管理委員会を閉会する。 

【１６：２５閉会】 

 


